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 反発し失われた『大国』のプライドと『主権』を取り戻すべ

きだと訴えるトランプ氏の主張の多くは、英国の離脱派と

重なり合っています。泡沫候補といわれたトランプ氏が共

和党の予備選に勝利したように、英国民にとって望んだ結

果ではなかったのです。選挙を有利に進めている民主党の

クリントン氏は、「こうした不確かな時代、ホワイトハウス

には冷静で安定し、経験のある指導者が必要だ」と強調した

のです。政界は一寸先は闇の中だけに、１１月の決戦の時ま

で、油断大敵なのです。 

 数々の金字塔を打ち立ててきたマーリンズのイチロー選

手が、ピート・ローズ氏のメジャー記録を上回る４，２５７

本のヒットを打ち、新記録を達成しました。日米通算の記録

は大リーグだけで達成したローズ氏の記録との比較はでき

ないといわれました。それでもギネスブックには、日米通算

でローズ越えをしたことが登録されたのです。メジャーの

現役で最高齢の４２歳で、なお高みを目指す古武士のよう

な孤高の姿はファンを魅了してやみません。 

 公職選挙法が約７０年ぶりに制度改正されて、選挙権年

齢を『１８歳以上』に引き下げ２４０万人の若者が参政権を

与えられました。初の国政選挙となった参院選では、１８・

１９歳の１票に各党はアピールに必死で、高齢者重視に傾

いてきた日本の政治が、若者の意見や要望を政策に反映さ

せるいい契機になったようです。 （平成２８年７月吉日） 
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 所長 

 上川路 長生 

 １，３００万人の都民の頂点にあった舛添要一前都知事

は、一ヶ月間ばかりの間に都民の心が完全に離れてしまい、

違法性はないが不適切な『セコイ知事』と烙印が押され、サ

ンドバッグのように叩かれての退場となりました。辞任直

前までリオ五輪に出席のために、「９月まで不信任案提出を

猶予して欲しい」と涙ながらに訴えたのです。国政選挙への

影響があると判断した自・公両与党からも不信任案の提出

が決定され、四面楚歌となり辞任に追い込まれました。 

 何よりも都民の怒りを買ったのは数々の疑惑について説

明を放棄して、「第三者の厳しい目で判断」してもらうと繰

り返し答弁したことです。舛添氏の誤算は日本人の善悪の

判断の基準が、『誠実・献身・嘘をつかない・弱い者をいじ

めない・勤勉…』などにあって法律にふれないから大丈夫

と、正当化が通じなかったことにあります。最後の登庁日、

都庁に集まった１５０人を超える記者やカメラマンの前を

口を開かずに都民の前から去って行きました。 

 欧州連合（ＥＵ）残留か離脱かを問う英国の国民投票で、

離脱支持が５１．９％に達して英国のＥＵ離脱が決まりま

した。離脱派勝利を受けて、オバマ米大統領はキャメロン英

首相と電話で開口一番「参ったな」と話したと報じました。

オバマ氏は英国のＥＵ残留の支持を表明して、キャメロン

氏を支援してきました。英国のＥＵ離脱は欧州での影響力

低下につながるだけに、ショックを隠せないようでした。離

脱派の勝因は、ＥＵ諸国から移民が急増して英国民の雇用

や福祉が脅かされてきたことがあげられました。日本から

約１，１００社が英国に進出して年間の投資が一兆円を超

す程影響が大きく、金融市場も混乱して円は１ドル９９円

まで急騰し、日経平均株価も今年の最安値となりました。英

国の離脱が決まりＥＵの弱体化は避けられずに、連鎖離脱

が心配されています。ロシアや中国など国際ルールを無視

する勢力とのバランスが崩れかねないだけに、日・米・欧が

協調して離脱に伴う様々な負の影響を最小限にとどめなけ

ればならないのです。 

 英国のＥＵ離脱決定が、大統領選挙を控える米国でも波

紋を広げています。自分達の職を奪っていると移民流入に 
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2016年７月 

海の日 

７月中において市町村の 

       条例で定める日 
 

 ・固定資産税（都市計画税）の 

  第２期分の納付 

 ８月１日まで 

 ・５月決算法人の確定申告   

 ・１１月決算法人の中間申告（半期分） 

 ・消費税、地方消費税の中間申告  

   ８月決算法人  第３四半期分 

  １１月決算法人  第２四半期分  

   ２月決算法人  第１四半期分  

 ・２・５・８・１１月決算法人の３月ごとの期間短縮に 

  係る確定申告 

 ・年税額4,800万円超の４月、５月決算法人を除く 

  法人・個人事業者の１月ごとの中間申告 

 ・所得税の予定納税額の納付（第１期分） 

７月１５日まで 

・所得税の予定納税額の減額申請 

７月１１日まで 
 ・源泉所得税の納付     

 ・住民税の特別徴収税額の納付 

● 夏期休業のお知らせ ● 
 

当事務所では下記の期間、夏期休業とさせて頂きますので、ご案内申し上げます。 

休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。  
 

                     夏期休業期間  201５年8月13日（土）、15日（月） 
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２０１６年７月の経理・税務チェックリスト 

業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！ 

□ ７月は所得税（復興特別所得税を含む）の予定納税額の納付月となりますが、予定納税の義務のある人で、そ

の年の申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額に係る承認を申

請することができます。 

 予定納税基準額とは、税務署が計算をして事前に通知する予定納税額をいい、予定納税基準額が１５万円以上

になる場合に、予定納税が必要となります。この予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の合計額で計算

されます。 

所得税の予定納税額の減額申請 

□ ７月１日現在の従業員（提出すべき被保険者全員）の４～６月の報酬月額を「算定基礎届」により提出します。 

今年の提出期間は、７月１日～７月１１日までです。 

□ 従業員が業務上の事故・疾病で1～３日休業した場合は、四半期ごとにまとめて所轄の労働基準監督署に届け

出ます。７月末までに４月～６月分の報告を行いますが、休業が４日以上になった場合は、その都度報告しなければ

いけません。 

労働者死傷病（軽度）報告の提出 

健康保険・厚生年金の「被保険者報酬月額算定基礎届」提出 

□ 国や自治体の補助金・助成金制度は、毎年度の予算成立を受けてから７月頃までに各制度の骨組みが固まり

ます。補助金・助成金は、それぞれ募集期間や受給要件などが異なります。自社に必要な補助金・助成金について

の情報は早めに収集し、申請のスケジュールを立てておくようにしましょう。 

補助金・助成金の情報確認 

岩切 格 特別顧問 

特別顧問のご紹介 事務所の専門性を高め、お客様への高付加価値の経営支援のために、 

7月より岩切格氏にご協力いただくことになりました。 

岩切格特別顧問との不思議な縁 
帰郷のきっかけをつくってくれた第一号のお客様、アリーナサイド牧医院 

（牧光紘院長）からご紹介いただいて三十数年になる。開業当初から 

お借りしている鹿児島ビル不動産の社長にご就任。さらに親しくお付き 

合いして退任されるに際して、私の会計事務所の特別顧問をお願いし、 

ご指導いただくことに。これからも末永くお付き合いできる幸運に感謝。 

 

最近TVなどでココナッツオイルという単語をよく耳にしませんか？美容や健康にいいとされているココナッツオイルですが、

どのような効能があるのでしょうか。ココナッツオイルを使ったレシピも併せてご紹介したいと思います★ 

ココナッツオイルを取り入れよう 

ココナッツオイルの効能 

◆コレステロール値を下げる 

◆免疫力を高める 

◆甲状腺機能を正常にする 

◆老化防止 

◆ダイエット、便秘解消 

◆認知症の予防 

ココナッツオイルの使い方 

■マッサージオイルに 

□料理やお菓子に 

■ヘアケアとして髪に 

□オイルプリング（うが

い）に 

■ペットの餌に混ぜて 

パンみみラスク 

材料（2～3人分） 

●食パンのみみ5枚分●ココ

ナッツオイル大さじ2～3●サ

ラダ油大さじ3●砂糖大さじ3 

①フライパンにサラダ油とコ

コナッツオイルを入れ、パン

のみみを炒める 

②砂糖を入れ、溶かして絡め

る 

ココナッツアップルケーキ 

材料（タルト型21センチ） 

●リンゴ1個 ☆ｺｺﾅｯﾂｵｲﾙ30g ☆砂糖大

さじ2 ☆卵2個 ●ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ100g ●バ

ター（型に塗る用）適量 

①ﾎﾞｳﾙに☆をいれてよく混ぜる 

②混ざったらﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽを加えて切る

ように混ぜる 

③型に流し込み、ﾘﾝｺﾞを並べて170℃の

ｵｰﾌﾞﾝで25分焼く 

コラム 

  い わ き り    いたる 
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テーマ 

 昨年の通常国会にて医療法人制度改革を中心とした医療法改正案が成立しました。それに伴い、 

 今年3月末には厚生労働省より各種通知が発信され、今年9月より順次改正医療法が施行されること 

となりました。今回は、医療法人制度改革を中心とした改正内容の概要について解説いたします。 

『 医療法の一部を改正する法律について 』 

医療法って？ 
 医療法とは、次の事項を定めること等により、医療を受ける患者の利益の保護及び良質かつ適切な医療の効

率的な提供体制の確保を図り、国民の健康の保持に寄与することを目的としています。 

 ・医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項(病床の管理やその地域の医療 

 計画の策定) 

 ・医療の安全を確保するために必要な事項 

 ・病院、診療所、助産所の開設・管理に関し必要な事項、並びにこれらの施設の整備、医療適用施設相互間の 

 機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項 
 

 今回の改正は、この法律にて定められている医療法人の項目を中心に改正が行われました。 

改正の趣旨は？ 
 医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人の認定制度を創設する

とともに、医療法人について、貸借対照表等に係る公認会計士等による監査、広告等に係る規定及び分割に係る規

定を整備する等の処置を講ずることとなりました。 

 

（平成28年9月1日施行分） 

医療法人のガバナンスの強化 

 ●医療法人に対する、理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等を規定。理事会の設置、社員総会の決議に 

 よる役員の選任等に関する所要の規定を整備しました。 
   ※ この部分に関しての定款変更を大規模な医療法人及び社会医療法人は２年以内にモデル定款に基づく 

    定款変更をする必要があります。（その他の医療法人に関しては、定款変更申請時に合わせて変更する 

    ことを求めることとなっています。） 
 

医療法人の分割等 

 ●医療法人が都道府県知事の認可を受けて実施する分割ができるようにし、また、合併について条文を整理し、新設 

 及び吸収合併、分割の手順について明文化しました。 
  （ただし、社会医療法人、特定医療法人、持分あり医療法人等については除かれます。） 
 

社会医療法人の見直し等  

 ●社会医療法人の認定に関する事項について、複数の都道府県において病院及び診療所を開設している場合、医療の 

 提供が一体的に行われている医療機関に関し、全ての都道府県知事でなく、当該主たる病院等の所在地の都道府県 

 知事のみの認定で可能となります。 
 

 ●社会医療法人の認定を取り消された医療法人で一定の要件に該当するものは、救急医療等確保事業に係る業務の 

 継続的な実施に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けたときは収益業務を継続して実施可能となります。 

  また、実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る必要な施設等は、課税対象となる累計所得金額からその 

 施設等の整備見積り額を控除できるようになります。 
 

（平成29年4月2日施行分） 

医療法人経営の透明性の確保 

 ●事業活動の規模その他の事業を勘案して定める基準に該当する医療法人（負債50億円以上又は収益70億円以上の 

 医療法人・負債20億円以上又は収益10億円以上の社会医療法人）は、医療法人会計基準に従い、貸借対照表及び損益計 

 算書を作成し、公認会計士等による監査、公告を実施することになります。 

１. 医療法人制度の見直し 



２. 地域医療連携推進法人制度の創設（平成29年4月2日施行） 

【主な認定基準】 

 ・地域医療構想地区（原則二次医療圏）を考慮して病院等の業務の連携を推進する区域を定めていること 

 ・地域の関係者等を構成員とする評議会が意見を述べることができるものと定めていること 

 ・参加法人の予算、事業計画等の重要事項について、地域医療連携推進法人の意見を求めるものと定めていること 
 ※都道府県知事の認定は、地域医療構想との整合性に配慮するとともに、都道府県医療審議会の意見を聴いて行う 
 

【想定される実施する業務】 

 ・病院等相互間の機能の分担及び業務の連携の推進（介護事業等も含めた連携を加える事ができる） 

 ・医療従事者の研修・医薬品等の供給、資金貸付等の医療連携推進業務 

 ・都道府県知事は、地域医療構想推進の推進に必要である病院間の病床の融通を許可することができる 

 地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために、病院等に係る業務の連携を推進するための方針を

定め、医療連携推進業務を行う一般社団法人について、都道府県知事の認定を受けることにより地域連携推進法人

として認定する制度が創設されました。 
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 以上が今回の改正医療法の内容ですが、医療法人制度の見直しについては、「日本再興

戦略会議」及び第6次医療法改正(平成26年改正）時における附帯決議において、医療法人制

度に関する規制の見直しや経営の透明化・適正化について検討を求められていたものです。明文化する

ことで理事および監事の役割が明確化し、医療法人における同族間の取引等の透明性を図られることと

なり、なお一層経営の透明性が求められるようになってきています。 

 また、地域医療連携推進法人制度については、同じく「日本再興戦略会議」にて議論された非営利

ホールディングカンパニー型法人制度が具体化し、地域包括ケアシステムの実現と地域医療構想を達成

するための一つの選択肢として制度化されました。グループの一体的な運営によりヒト・モノ・カネ・

情報を有効活用することで、地域において良質かつ適切な医療を提供できる体制を確保するものとされ

ております。 
 

 近年、医療法人をめぐる医療法改正が続いております。平成26年10月1日施行された第6次医療法改正

でも社団である医療法人と財団である医療法人の合併を可能としたほか、持分なし医療法人への移行促

進策として移行計画認定制度等の実施（平成29年9月30日が期限)など、医療法人制度が大きく変化しよ

うとしています。 

 これらの改正内容を中心とした詳細な解説を平成28年9月3日（土）15：00～ MMPG副理事長の

青木 惠一先生をお招きしてKMCセミナー（医療編）を開催いたします。詳細は、別紙チラシにてご案内いた

しますので、ふるってご参加ください☆ 

地域医療連携推進法人 ※一般社団法人のうち医療法人上の非営利性の確保等の基準を満たすものを認定 

社員総会 地域医療連携推進評議会 
意見具申 

（社員総会はその意見を尊重） 

●統一的な医療連携推進方針（病院等の連携推進の方針）の決定 

●医療連携推進業務等の実施 
 ○診療科（病床）再編（病床特例の適用）、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、 

  資金貸付（基金造成含む）、関連事業者への出資等 

 ○医師の配置換え、救急患者受入ルールの策定、訪問看護等による在宅生活支援等 

●参加法人の統括（予算・事業計画等へ意見を述べる） 
※社員は各一個の議決権。ただし、不当に差別的な取扱いをしないこと等を条件に、定款で別段の定めをす

ることが可能。 

 →・グループ病院の特長を活かして、地域医療・地域包括ケアを推進 

  ・グループ病院の一体的経営により、経営効率を向上 

参加法人 
（非営利法人に限る） 

医療法人A 

病院 
医療法人B 

病院 

医療法人C 

診療所 

その他の非営利法人D 

介護事業等 

都
道
府
県
知
事 

都
道
府
県
医
療
審
議
会 

意
見
具
申 

認
可
・
監
督 

※厚生労働省資料 

「医療法の一部を改正する法律案」 

資料より 

参画（社員） 参画（社員） 参画（社員） 参画（社員） 

最後に… 

 ●医療法人は、その役員と特殊な関係がある事業者（医療法人の役員・近親者や、それらが支配する法人）との

取引（当該事業収益又は事業費用が1,000万円以上であり、かつ総事業収益又は総事業費の10％以上を占める取

引等）の状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に届出を行うことになります。 



(有)上川路マネジメントセンター主催 

第23回 KMCセミナーのご案内 

研修テーマ『 社会福祉法改正と法人経営 』  

■日 時：平成28年8月3日（水） 

    14：00～17：00（受付開始予定13：30～） 
 

■場 所：かごしま県民交流センター 大研修室第1（東棟3階） 

 第23回KMCセミナーを開催致します！今回は、平成29年4月（一部は平成28年4月）施行の 

改正社会福祉法をテーマとした研修です。 

 今回、経営組織のガバナンスの強化や事業運営の透明性の向上、財務規律の強化などを 

目的とした改正が行われました。 

 平成28年度は各法人で定款変更案の作成や評議員の選任等の対応が必要です。 

どのような対応が必要か、運営にどのような影響を与えるかなどについてお話しします。 

上川路 美恵野 
講師：上川路美恵野会計事務所 所 長 

公認会計士・税理士 

詳細とお申込は 

別紙にて！ 
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(有)上川路マネジメントセンター主催 

第24回 KMCセミナーのご案内 

研修テーマ『 改正医療法と 

      医療法人の運営・対処法 』  

■日 時：平成28年９月３日（土） 

    15：00～18：00（受付開始予定14：30～） 
 

■場 所：かごしま県民交流センター 大研修室第4（東棟4階） 

 第24回ＫＭＣセミナーを開催致します！第２４回では、今月号のＱ＆Ａでも取り扱っている

改正医療法をテーマにＭＭＰＧ副理事長 青木惠一先生にご講義いただきます。 

 経営者の方に限らず、奥様、後継者、幹部の方々も大歓迎です。皆様のご参加を心よりお待ちし

ております！ 

講師：ＭＭＰＧ（ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ）副理事長  

詳細とお申込は 

別紙にて！ 

青木 惠一 先生 



企業防衛対策のおすすめ 
このコーナーは、当事務所の 

保険管理顧問・松谷義久が企業防衛対策 

についてご紹介するコーナーです☆ 

上川路会計事務所では関与先様の永続的な発展を願い保険指導業務に取り組んでいます 
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今月の担当：監査部 羽田 竜二 
 

テーマ：参加してみませんか？  

このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつ自分の趣味や

はまっていることについて紹介しています。 

職員それぞれの個性を楽しんでいただければ幸いです☆ 
職員コラム 

 私が、5年前ぐらいから参加している上町傘鉾振

興会という団体の活動についてご紹介させて頂き

たいと思います。 

 今までの活動内容としましては、八坂神社６月

灯時の鉾立・鹿児島祇園祭・南方（諏訪）神社秋

祭り・石橋公園の11月のイベントなどで長さ６～

８ｍの竹の先に和傘や鉾などを飾りそれを手の平

や指、額、顎、肩などにのせる演技を継承し続け

ている団体です。 

 今月は、鹿児島の夏を彩る鹿児島祇園祭が執り

行われます。鹿児島では親しみを込めて「おぎお

んさぁ」と言われています。悪疫退散、商売繁昌

を祈願して、古く江戸時代から行われている伝統

的な祭りで鹿児島市無形民俗文化財指定を受けた

祭りでもあります。見ものはご神幸行列。高見馬

場〜朝日通り間を歩行者天国にして、約２キロの 

    道のりを、総勢３千人の行列が、古式ゆ 

    かしく、そして賑やかに練り歩きます。 

    露祓を先頭に、大鉾、祇園傘、諸道具、 

十二戴女、稚児花籠、御所車などが祇園囃の管曲も

賑々しく巡行し、それに大人神輿五基、女神輿五基

なども加わります。今年は、7月23日が前夜祭で天

文館公園を中心にイベントが行われ、本祭は7月24
日の日曜日の早朝から祇園之洲にある八坂神社で神

事が執り行われ、天文館

へ向け傘鉾を先頭に練り

歩き、午後から天文館の

電車通りをご神幸行列が

練り歩きます。おはら祭

りとは違った雰囲気の鹿

児島の夏の祭りを体感さ

れてみてください。技の

継承者、団体を支援して

頂ける方も募集していま

すので、お気軽にお声か

けください。 

企業経営に欠かすことのできないリスク対策は、複雑な仕組みの保険が必須ですが、 

コストのかかる保険には適格な保険種類、適正な保険料の判断が重要です。 

「保険法における保険の分類」 と 「リスクの種類と対応保険の種類」 

〈保険法における保険の分類〉 

 生命保険（第一分野） 損害保険（第二分野） 傷害・医療保険（第三分野） 

取 扱 い 生命保険会社 損害保険会社 生命、損害保険会社 

保険事故 人の生存、死亡 偶然な事故 傷害、疾病など 

保険金支払い 定額支払い 実損支払い 定額および実損支払い（注） 

（注）＝定額支払いが基本ですが、保険金額を実損支払いする商品もあります 

〈リスクの種類と対応保険の種類〉 

万一に備える 
疾病、事故による 

死亡保障 

重大疾病に備える
ガン、心筋梗塞、 

脳卒中などの保障 

身体障がいに備える 
重度の身体障がいの 

保障 

介護・入院に備える 
一定期間の重度の要介護 

入院、高度先進医療の保障 

長期にわたる資金に備える 
緊急な事業資金、役員・従業員の退職金財源 



 

ご相談は上川路まで ・・ 

上川路会計   検索 

広報委員会 上川路美恵野 福留 伊集院 赤塚 本田 西 

 最近は急に暑くなって、夏らしくなってきました。 

青い空に大きな入道雲が浮かんでいるのを見ると、

（あぁ、夏が来たんだなぁ）と感じます。夏の空は夕暮れ時も綺麗なの

で、ゆっくりと景色を楽しむ時間を大切にしたいですね☆また、暑くなっ

てくると夏バテなど体調も崩しやすくなってくるので、こまめな水分補給

など体調管理には気をつけたいものです☆ 

Ｎｅｗ！ 

   連絡先：上川路会計事務所  
 

 〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9     

  Tel 099-252-7070 Fax 099-252-6400 
  E-Mail kamikawaji@tkcnf.or.jp 
         URL http://kamikawaji-kaikei.com/ 

 編集後記 

HPが新しく 

なりました！ 

随想 「 百 万 の 寿 」 上川路美恵野 

  二重虹天の広さの限り無く       美恵野 

梅雨後半特有の豪雨が来て、その後の空にはくっきりとした夏雲の浮かぶ季節となりました。子どもは暑

さにも負けずに外遊びが好きなようですね。熱中症や紫外線には気を付けなければいけませんが、自然の中

で身体を動かすのは良い事だと思います。 

私自身は、外遊びよりも部屋遊びの方が好きな方でした。おりがみも好きな遊びのひとつで、一枚の紙を

折っていくだけで様々な形ができあがる面白さに夢中になったものです。 

中でも、「つる」は簡単な折り方にもかかわらず、いかにも大空へ羽ばたくようなアーチを描く翼と、

すっと伸びた首と尾の端正な造形の美しい傑作です。この「つる」の折り方は、何百年も前に考え出された

ようで、江戸時代には「千羽鶴折方」という千羽鶴の折り方を紹介する本も出版されていました。 

 この本の中に「一羽の鶴に千の寿があるのなら、千の鶴には百万の寿あり・・・」と書かれていて、た

だ、折り紙を楽しむというだけでなく千羽鶴に願いを込めるという風習があったことがうかがわれます。 

 そして、「千羽鶴の願い」といえば、原爆症に倒れた広島の少女が回復を願い薬の包み紙で鶴を折り続け

たことで有名となり、平和を願う象徴になりました。 

 今年の五月、サミットの際にオバマ大統領が現役の合衆国大統領として初めて広島を訪問しました。平和

記念資料館を視察し、死没者慰霊碑で献花をしました。その際の演説は、平和への願いを強く訴えかけるも

のでした。 

オバマ大統領の広島訪問は、原爆投下を正当化する合衆国内の勢力からは批判されているようですし、い

わゆる「謝罪」が無かったことに対して不十分だと感じる一部の日本人もいるようです。また、これだけで

核の廃絶や世界平和の実現に向けて何かが進展するのかといわれればそれも疑問符がつくのでしょう。 

 しかし、過去の過ちを繰り返さないためには、過去の悲劇を風化させ無いこと、人々が記憶を共有し、自

分たちを律することが欠かせません。その意味で、全世界に広島の悲劇を忘れてはいけないことを知らしめ

た効果は大きいのではないかと思います。 

 オバマ大統領が平和記念資料館を訪れた際、自らが折ったという折鶴を持参していました。美しい千代紙

で折られた小さな鶴たちには、全世界の人々の平和への祈りが込められているのです。 

 さて、おりがみをきれいに折るコツの一つは、折り筋をきちんとつけて端と端を丁寧に 

あわせることです。最初はほんの少しのずれでも後に大きく響いて折りづらくなったり、 

出来映えがすっきりしなかったりする原因となります。 

 基本的なことのひとつひとつの積み重ねが大切というのは、すべてに共通するように 

思います。「世界平和」というと大きすぎて一個人としては何もなすすべもないようで 

すが小さなことでも取り組んでいくことが必要だと思います。 

今年も平和について考える夏がきます。 
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 税務や会計、経営や保険な

どについて、分からないことが

あれば上川路会計事務所に

ご相談ください！ 

 また、お知り合いに開業予定

の方がいらっしゃいましたら

是非ご紹介 

ください！！ 

mailto:kamikawaji@tkcnf.or.jp
http://kamikawaji-kaikei.com/

